
入　札　公　告 

 

　次のとおり一般競争入札を行いますので、公告します。 

 

　令和８年６月１６日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立行政法人家畜改良センター 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理事長　三森　眞琴 

 

１　契約概要等 

（１）件　　　名　独立行政法人家畜改良センター所有精液採取用種雄牛の配布 

（２）内　　　容　仕様書による 

（３）入札対象牛　仕様書による 

（４）引 渡 期 間　仕様書による 

（５）引 渡 場 所　入札説明書による 

（６）入 札 方 法　本件は、入札書及び提案書等を受け付け、入札価格と提案内容の総

合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 

 

２　競争参加資格 

　　次に掲げる条件を全て満たしている者であること。 

（１） 独立行政法人家畜改良センター契約事務取扱規程（以下「取扱規程」という。）

第８条及び第９条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人

又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条

中、特別の事由がある場合に該当する。 

（２）独立行政法人家畜改良センター又は農林水産省の契約に係る指名停止の措

置要領に基づく指名停止を受けている期間でないこと。 

（３）令和７・８・９年度国の競争参加資格（全省庁統一資格）又は独立行政法人家畜

改良センターの競争参加資格のいずれかにおいて「物品の買受け」に係る等級が

「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」に格付けされている者、又は当該競争参加資格を有して

いない者で、入札日時までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録

され、当該等級に格付けされたものであること（会社更生法（平成１４年法律第１

５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者について

は、手続開始の決定後、国又は独立行政法人家畜改良センターが別に定める手続に

基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。）。 

　　　なお、上記資格審査について、疑義等ございましたら、お気軽に担当部局の担当

者にお問い合わせ下さい。 

（４）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（（３）の再確認を受けた者を除く。）

でないこと。 

 

３　入札手続等 

（１）担当部局 

    　〒９６１－８５１１　福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原１番地 



      独立行政法人家畜改良センター総務部管財課（担当：齋藤） 

      電話　０２４８－２５－２２３３　ファクシミリ　０２４８－２５－３９９０ 

      Ｅメール：tyoutatu@nlbc.go.jp 

（２）入札説明書の交付期間及び方法 

  本公告日から令和８年７月７日（火）までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く、９

時００分から１７時００分（１２時００分から１３時００分までを除く。）まで上

記（１）の場所において交付する。 

  なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判が入る返信用封筒に住所、会社

名及び担当者氏名など所要事項を記入のうえ、３２０円分の切手を貼付し、上記

（１）の場所に送付すること。ファクシミリ又は e-mail による交付を希望する場

合は、住所、会社名、担当者氏名及び電話番号等を上記（１）の場所に連絡するこ

と。 

（３）入札説明会の日時及び場所 

　　　開催しない。 

（４）提案書等の提出期限及び提出先 

　　　令和８年７月１４日（火）１７時００分 

　　　提出先は、上記（１）担当部局とする。 

（５）入札書の提出期限及び提出先 

      令和８年８月３日（月）１３時３０分 

　　　なお、郵便による入札の際は、令和８年７月３１日（金）必着。 

　　　提出先は、上記（１）担当部局とする。 

（６）開札の日時及び場所 

　　　令和８年８月３日（月）１３時３０分 

      福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原１番地 

　　　独立行政法人家畜改良センター第２会議室 

 

４　その他 

（１）契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札保証金及び契約保証金 

      全部免除する。 

（３）入札の無効 

      本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる

義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 

（４）契約書作成の要否 

要 

（５）落札者の決定方法 

      次の各要件に該当する者のうち、当法人が定める総合評価の方法によって得ら

れた数値の最も高い者とする。 

① 　提案内容が、技術審査委員による審査の結果、配布者として適当と認めら

れたもの。 

② 　入札書に記載されている金額が、取扱規程第３０条の規定に基づいて作成

された配布予定価格以上であること。 

（６）提出書類の取扱 

      提出のあった書類等は一切返還しない。 



（７）引き渡しの対応 

      引き渡しは原則として平日に実施する。 

（８）その他 

　　　詳細は入札説明書による。 

　　　また、種雄牛の導入に当たっては、都道府県への連絡が事前に必要となる場合

がありますので、飼養場所を所管する家畜保健衛生所にご相談願います。


